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 「建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい検討委員会」提言 

～建設現場でいきいきと活躍するために～ 
 

第１ 建設現場の現状と課題 

 建設産業は、人の毎日の生活の基盤となる住宅をはじめ、道路、河川、港湾、

鉄道、空港、上下水道などの社会資本、さらには経済社会の発展の基礎となる工

場や事務所等の産業施設、学校や病院などの教育・社会施設など、私たちのくら

しを支える経済社会基盤を建設・維持管理していく「社会資本の担い手」として、

社会にとってなくてはならない産業である。 

 

また、災害時には、最前線で地域社会の安全・安心の確保を支える「地域の守

り手」として、大変重要な役割を果たしている。災害時の極めて厳しい状況の中

で、危険を顧みず、地域社会を支えるという使命の大きさは、東日本大震災や各

地の豪雨災害等での活動において、改めてその重要性が再認識されたところで

ある。 

 

こうした中、我が国の生産年齢人口は 1995 年をピークに減少局面に突入して

おり、建設業就業者数もピーク時（1997 年）より約 28%減少している。年齢構成

別では、55歳以上が約 34%を占め、29歳以下が約 11%にとどまるなど、全産業の

中でも就業者の高齢化が著しく進行している（図１）。今後 10 年間に、60 歳以

上の高齢者（約 25%、83 万人）の大量離職が見込まれており、それを補う若手入

職者の確保、次世代への技術の承継が喫緊の課題である。 

 

  

出典：国土交通省資料          出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出 

 

図１ 建設業就業者の推移と年齢構成の変化 
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しかしながら、建設現場の厳しい労働環境や過去の批判的な報道等の影響か

ら、建設現場には「３Ｋ（きつい、汚い、危険）」に代表される負のイメージが

根強く残っており、製造業やＩＴ業界に比べて労働環境イメージが大きく劣っ

ているのが現状である。日経コンストラクションが実施した調査によると、「身

近な若者や自分の子どもに、建設業界への就職を勧めるか」という質問に対し、

建設業界に従事する回答者の約半数が「勧めたくない」と考えていることが明ら

かとなった（図２）。 

 

 

 

  

出典：日経コンストラクション 2019 年 5 月 13日号 

 

図２ 建設業へのイメージ調査結果 

 

 

加えて、建設業は全産業平均と比較して長時間労働となっており、他産業では

一般的となっている週休 2 日も十分に確保されている状況ではなく、約 43％の

人が 4 週 4 休以下で就業している状況である。将来の担い手を確保する観点か

ら、働き方改革を強力に進め、建設産業を若者などにとって魅力ある職場にして

いくことが求められている。 

 

Q.身近な若者や自分の子どもに、

建設業会への就職を勧めるか 

調査期間（2019年 3 月 29 日～4月 10日）、回答者数（751人） 



 
 

 

3 
 

  

出典：労働厚生省「毎月勤労統計調査」年度制より国土交通省作成           出典：日建協「2018年時短アンケート」を基に作成 

 

図３ 建設業における年間実労働時間の推移・休暇取得の状況 

 

こうしたことを受け、国土交通省においては、建設現場への新技術の導入によ

る生産性の向上（図４）と併せて、週休２日の確保、労務単価の見直し、適正な

予定価格や工期の設定、現場の環境改善など魅力ある建設現場の創出に向けた

施策（図５）の促進を図り、新３Ｋ（給与が良い・休暇が取れる・希望がもてる）

の魅力ある建設現場への改善を推進しているところである。また、各地方整備局

等や建設業界、建設コンサルタント業界等においても、それぞれ一般市民を対象

にした現場見学会、土木工学系の学生向けの出前講座、建設スキルアップサポー

ト制度等の担い手確保に向けた取り組みを積極的に行っているところである。 

 

    
                                      出典：国土交通省資料 

図４ i-Construction の推進～建設現場の生産性向上～ 
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図５ 週休２日の確保 

 

とはいえ、一度染みついた負のイメージの払拭や現場環境の改善は容易なも

のではなく、発注者、元請け、下請け企業らが共通の目標の下、一体的な取組を

継続的かつ強力に推進する必要がある。 

 

これらの認識を踏まえ、「建設現場で働く人々の誇り・魅力・やりがい検討委

員会」（以下、委員会）では、建設業を根底から支える”建設現場で働く人々”

の「誇り」・「魅力」・「やりがい」の向上を図るための基本方針や具体の取組につ

いて提言するものである。 

 

 なお、この提言は、一般市民から見た建設産業のイメージ改善を一つの目的と

しているため、不特定多数の一般市民に利用される機会の多い土木分野を中心

に議論を進めるが、土木分野に限定するものではなく、建築分野等への適用も含

め、建設産業全体を包含するものである。 

 

 

第２ 「誇り・魅力・やりがい」向上にむけた取組の方向性 

 

（１）建設現場で働く人々の「誇り」「魅力」「やりがい」とは 

建設現場で働く人々の「誇り」「魅力」「やりがい」とは何なのだろうか。関東

地方整備局では、建設現場での技術者の思い（技術者スピリッツ）をホームペー

ジ（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000022.html）に掲載している

が、その中から、参考になる意見を拾ってみた（図６（※以下同様））。 

 

・ 地域の皆様に世代を超えて安全・安心を届け、「便利になった！」と言われる
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「モノ」造りを目指す。 

・ 多くの人と関わりながら、そこで暮らす人々の安全・安心を守り、社会に貢

献できる誇りとやりがいを感じる。 

・ 地図に残るものづくりに携わることができるので毎日が充実。 

・ ビッグプロジェクトを成功に導く一員になれるのがこの仕事のやりがい。責

任ある立場を任され、現場の見方が変わった。 

・ 無事に開通出来たときの達成感やまちの環境や風景が変わることへの感慨。

その場に立ち会えるやりがい。 

・ 図面で表現されたモノが、様々な作業工程が積み重なり、現場で施工されて

いく過程を間近で見れることが最大の魅力。 

・ 若手不足と言われる今だからこそ、活躍できるチャンス。 

 

  
出典：国土交通省 関東地方整備局 HP 

図６（※以下同様） 建設現場に従事する技術者の紹介（技術者スピリッツ） 

 

これらを集約し、建設現場で働く人々の「誇り」「やりがい」「魅力」を次のよ

うに定義づけることとしたい。 

 

「誇 り」 ：一般市民に対して胸を張れること 

「やりがい」：働く人々が仕事を通じて満足できること 

「魅 力」 ：一般市民が、働く人々の「誇り」や「やりがい」を感じ、好意

的な関心を持つこと 

 

 「誇り」「やりがい」「魅力」は、建設現場で働く人々一人一人の行動や情報発

信を通じてそれぞれが高まっていくとともに、相互に関連し合うことで高まり

あっていくものである。建設現場で働く人々の「誇り」「やりがい」が向上する

ことで、建設現場の「魅力」の向上につながり、魅力の向上がさらに「誇り」「や

りがい」を向上させるという好循環につなげていくことが理想であり、建設現場
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に携わる関係者が一致団結して、統一的な行動や情報発信を行っていくことが

重要である。 

 

 そのためにはまず、建設業が世の中に提供する普遍の価値（存在意義）を関係

者で共有した上で、今後社会に対して提供する新たな価値（将来像）を明確化し、

その実現に向けて戦略的に行動・情報発信していくことが効果的である。これは、

企業が行っている「リブランディング（既存ブランドの再構築を含めた新たなブ

ランド構築）」の取組そのものであることから、委員会ではこの「リブランディ

ング」にフォーカスし、建設業の価値や将来像、推進施策等について議論を重ね

てきた。 

 

（２）リブランディングに向けたアプローチ（基本的な考え方） 

 リブランディング1とは、時代や顧客にあわせ、既存ブランドの再構築を含め

た新たなブランドを構築することである。リブランディングにあたっては、その

ブランドで働く人々のモチベーションを向上させる理念（言い換えれば、そのブ

ランドが世の中に提供する価値）を規定することが第一であり、またその理念や

価値を、日々ブランドのために働く人々に正しく伝え、統一的な活動や情報発信

につなげることが最も肝要である。 

 

第３回委員会においては、お菓子の製造会社におけるユニークな「社訓」とし

て綴られた絵本「お菓子を仕事にできる幸福」（ブランドブック）が紹介された。

その中では自分の仕事の果たす意義や役割が分かり易い文章で記されており、

従業員一人一人が自分の仕事に対する「思い」を再認識することができるものと

なっている。 

  

 建設現場で働く人々は製造業に比べ多種多様で、上記のようなブランドブッ

クでは理念や価値を伝えきるのはなかなか困難な面がある。しかしながら、上・

下水道や河川堤防、道路、空港等があるのは当たり前ではなく、建設業に従事す

る施工会社、建設コンサルタントなど多くの技術者・技能者が日夜努力を重ねて

いるからこそであり、その努力の意味をしっかりと世の中に伝えるためにも、建

設業のゆるぎない価値や今後の目指す方向について、関係者間でしっかりと共

有することの重要性を、上記ブランドブックの事例は示唆している。 

 

また、リブランディングを効果的に進めるためには、例えば「ココロも満タン

に」（コスモ石油）や「お口の恋人」（ロッテ）等の企業スローガンのように、そ

のブランドが提供する価値を共感できるメッセージやスローガンに乗せること

                                                        
1 ”リブランディング”は一般に大成功したブランドを再定義する時に使用することが

多いが、ここでは単に”新たなブランド構築”という意味で使用する。 
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が効果的である。このため、「世の中に建設業をどう思って欲しいのか」、「何が

誤解されていて、何を払拭したいのか」についてメッセージを整理し、そのメッ

セージを伝えるべきステークホルダー（ターゲット）を明確にした上で、「誰に」

「何を」「どうやって」伝えるかを戦略的に考える必要がある。 

 

 さらに、単にメッセージを発信するだけではなく、人を巻き込んで当事者とな

って頂き、一緒に変化し、一緒に新たな現場を創っていくという意識を共有する

ことが重要である。 

そのため、発注者・受注者が単体（点）では無く、一体（面）となって取り組

むことが求められており、参加型のイベントや目に見える変化をＰＲする場を

積極的に設けるなど、建設業に携わる者が一丸となって継続的に推進していく

ことが不可欠である。 

 

 

（３）建設業のリブランディング 

 

（３－１）建設業の意義：「日本の国土・まちをつくる・まもる」 

委員会では、有識者や関係団体の方々と「建設業の誇り・魅力・やりがい」向

上に向けた建設業の意義や目指すべき方向性、施策の展開方策について議論を

重ねた。 

 

「社会資本の担い手」「地域の守り手」として尽力している建設業の果たす意

義や役割を考えていきたい。国語辞典「大辞林」（三省堂、2019 年 9月改訂）に

よると、【土木】の定義として「道路・橋梁・港湾・堤防・河川・上下水道など

あらゆる産業・経済・社会等人間生活の基盤となるインフラを造り、維持・整備

してゆく活動」と記されている。 

 

建設従事者の人口減少や高齢化が著しく、担い手不足にも直面している等、建

設業の将来的な不安要素は多く挙げられる。そうした中、高い技術力を提供する

ことで、社会基盤を整備し、激甚化する災害や急速な老朽化に備えを果たすこと、

すなわち「日本の国土・まちを『つくる』・『まもる』」ことが建設業の役割であ

り、普遍的な存在意義ではないだろうか（図６）。 

 

その意義を今後とも果たしていくためには、建設現場の目指す将来像（世の中

に提供する新たな価値）を共有し、関係者一人一人が新たな価値の提供に向けた

統一的な取り組みや情報発信を行っていくことが不可欠である。 
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橋脚の施工状況             台風 19号（10月発生）の堆積物除去 

出典：国土交通省資料 

図６ 日本の国土・まちを『つくる』・『まもる』建設業の役割  

 

（３－２）建設業の新たな価値と行動・情報発信に当たってのコンセプト 

 建設業が「日本の国土・まちを『つくる』・『まもる』」という普遍的な価値を

今後とも世の中に提供し続けるためには、どのような将来像を描くべきだろう

か。もとより建設現場は技術者、技能者をはじめ、「創り手」が作業を行うこと

によって成り立っている。成果の良し悪しやモチベーションを左右するのも、現

場の創り手の意図が重要なファクターとなる。 

 

今後も、建設現場で働く人が主役であり、働く人がいきいきと仕事ができる環

境整備や、それに向けたリブランディングの構築が重要である。 

 

一方、委員会の中では、特に日給ベースの作業員の方々にとっては処遇（給与）

の改善こそが本質的な課題ではないかという意見があった。 

 

働く人々にとって、給与の改善こそが本質的な課題であることは事実であろ

う。国土交通省では、直近の労働市場を分析した上で、毎年度、公共工事設計労

務単価2を公表しており、最新の労務単価は平成 31 年 3 月から適用されている。

同単価は、これまで７年連続で引き上げられており、全国全職種平均値の公表を

開始した平成９年度以降で最高値を記録していることからも、必要な見直しが

順次行われているところである（図７）。 

 

 

 

                                                        
2昨今の労働市場の実勢価格を反映し、４７都道府県・５１職種別に１日８時間当たり

の労働単価を設定したもの。 
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出典：国土交通省資料 

図７ 公共工事設計労務単価 全国全職加重平均の推移 

 

また、仕事に見合った給与が下請け企業まで支払われるよう、「労務費見積も

り尊重宣言3」への入札時のインセンティブ付与等をはじめ、建設技能者の処遇

改善についても積極的な取組が進められている。 

 

給与の改善は本質的な課題であるが、労働市場環境や多様な政策が関連する

事項であるため、本委員会とは別の場で扱う議題としたい。リブランディングの

効果を最大化するためにも、給与をはじめとした処遇改善が実態をもって進む

ことが不可欠である。現場の課題を常に抽出・検討した上で、目に見え、実感を

伴う形で処遇の改善を実現していきながら、車の両輪としてリブランディング

を形成していくことが求められている。 

 

 

このため、建設業の描くべき将来像及び行動・情報発信に当たってのコンセプ

トとしては、建設現場で働く「人にフォーカス」を当て、以下の 3つの方向性を

提示することとしたい（図８）。 

 

 

 

                                                        
3一次下請企業への見積もり依頼の際、内訳明示が進んできている法定福利費に加えて

労務賃金改善の趣旨に叶う適切な労務費（労務賃金）を内訳明示した見積書の提出を

要請し、当該見積もりを確認した上でこれを尊重するもの。 
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図８ リブランディングのイメージ概念 

 

Ａ）「働き方改革」 

 現場で働く人々が活き活きと活躍し、将来の担い手を確保するためにも、建設

業の就労環境を着実に向上させることが不可欠である。働き方改革の意識の高

まりによって、休日数、残業時間、賃金水準は徐々に改善される傾向になってお

り、例えば 4 週 8休の割合も上昇しているところである。（全国建設業協会アン

ケート結果） 

 各企業においても、働き方改革に向けた独自の取組が積極的に実施されてお

り、建設業界全体として働きやすい環境の整備が進められている。 
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最近では従来の作業服のデザイ

ンを一新し、スポーティー型、スー

ツ型など街中でも違和感なく着ら

れるお洒落なデザインの作業服や

ユニフォームを考案し、着用して

いる建設会社が出てきている。建

設業が「意外とお洒落」、「意外と格

好いい」イメージを発信し、若者や

女性の印象を改善させる意味で

も、情報発信にあたってのコンセ

プトとして考えたい（図９）。 

 

 いずれにしても、外部の人が

建設業を見た際に、「素敵な仕事だね」、「いい仕事をしている」と感じてもらう

ことがポイントであり、そう感じてもらえるように内部の人は日々追求してい

くことが重要である。 

 

 

 

 

Ｂ）「生産性革命」 

「建設現場の生産性革命」に向け、建設現

場の生産性を2025年度までに2割向上する

方針が示されている。この目標に向け、橋や

トンネル、ダムなどの公共工事の現場で、測

量にドローン等を投入し、施工、検査に至る

建設プロセス全体 3 次元データでつなぐな

ど、新たな建設手法が現場で導入されてき

ている。 

 この革新的技術により建設現場を劇的に

改変し、若者や女性、高齢者も働きやすい

建設現場を創出することが期待されてい

る。仕事の生産性を向上させるだけでな

く、「ハイテク」で「スマート」な建設現場

のイメージ（図１０）を社会に浸透してさせていくために重要であることから、

情報発信にあたってのコンセプトとして不可欠な要素であると考えられる。 

 

Ｃ）「使命感（つくる・まもる）、チャレンジ」 

建設業は地域経済と雇用を支え、社会資本整備の担い手として重要な役割を

図９ デザイン性を考慮したユニフォームの例 

出典：日経コンストラクション 2019 年 5 月 13日号 

図１０ 「ハイテク」で「スマート」 

    な建設現場のイメージ 

～ICT 建機による法面整形～ 
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果たしている。また、地域を熟知してその特性に応じた防災・減災活動に取り組

み、地域住民の安全で安心な生活を守るとともに、ひとたび災害が発生すれば

「地域の守り手」として真っ先に現場に駆けつけ、最前線で道路啓開や応急復旧

等に尽力してくれる存在である。群馬県建設業協会では、twitter にてリアルタ

イムの災害情報を発信しており、情報による備えの観点でも重要な役割を果た

している。まさしく、「地域をつくる・まもる」という使命感は建設業の仕事を

語る上で不可欠な要素である（図１１）。 

 

また、創り手（主に技能者）にとって、技能・技術を継承することが重要であ

るが、新たな技術の追求はチャレンジスピリッツを想起し、労働生産性や安全性

の向上だけではなく、仕事のやりがいや魅力の向上に繋がるものである。例えば

欧州で広く使用されている「定置式水平ジブクレーン」が四国地方で試行的に活

用されているが、これは、これまで現場内の運搬作業はクレーン業者など他の  

チームに依存してきたが、技能者自らがクレーンを操作することによって、一連

の作業が自律的となり、作業工程の余裕と柔軟さを生み出し、技能者自身のやり

がい向上にも寄与しているという点で着目すべき取組である（図１２）。職能原

理・施工原理の追求、新たな技術へのチャレンジが情報発信にあたってのコンセ

プトの一つとして考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３－３）ターゲットの明確化と意識・関心に合わせた施策展開 

建設生産システムは多様な関係者やプロセスを経て成り立っていることから、

図１２ 定置式水平ジブクレーン 

   の作業状況 

図１１   twitter を用いた 

   リアルタイムの災害情報 

出典：群馬県建設業協会 出典：国土交通省 四国地方整備局資料 
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内部(Internal)と外部（External）に分けて考えることとしたい。内部

(Internal)においては建設業界や行政機関（発注者）、外部(External)において

は国民一般や親、学生、マスコミ等が考えられる。 

 

① Internal（内部） 

・ 建設業、コンサルタント・測量・地質業、専門工事業、行政機関（発注

者）等に従事する者 

 

② External（外部） 

・ 国民一般、学生、その父親・母親、マスコミ、他業界等の建設業に従事

しない者 

 

全方位的に訴えても内容がメタ化*)してしまい、マーケットに響かない結果と

なってしまう。発信にあたっては、「誰に」「何を」「どうやって」伝えるかが重

要であり、ターゲットを明確化することが肝要である。 

 

*) 抽象度の高い主題によって思考や情報を包括すること。 

 

それぞれの立場で建設業との関係や接し方が大きく異なるため、「誇り・魅力・

やりがい」の向上に必要な取組を行うにあたってはターゲットの意識や関心を

踏まえたアプローチが必要である。 

 

具体的には、Internal（内部）に対しては、建設業が社会資本を担い、地域を

守っている意義を実感し、働くことへの「モチベーションの向上」に寄与するも

のであること、また「一緒に取り組んでいくこと」というスタンス4が重要であ

る。 

                                                        
4 例えば、SNS を用いて現場で働く人の生の意見を吸い上げ、施策に反映する

ことにより、建設現場で働く人々に当事者意識を持っていただくことが考えら

れる。 
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External（外部）に対しては、Internal

（内部）からの一方的な押しつけでは無

く、建設業が世の中に提供する価値を実

感を持ってとらえていただくことが重

要である。また、将来この業界を担って

いく学生や就職を勧める両親に対し、効

果的な PR を行うことが業界としても非

常に大事な観点であるといえる。 

 

学生をはじめとした若い人々に対し

ては、彼らの意識やライフスタイルに寄

り添い、彼らの関心を引く仕掛けが必要

である。例えば、参加型のイベントや、

イベントを通じた情報交換、新たな繋が

りを持てる機会を建設業界自らが率先し提供することが重要である。また、ライ

フスタイルにあわせ、発信方法は紙面のみならず Web を全面的に活用すべきで

ある。 

 

シャンパンタワーのように頂上部から全体に拡がっていくイメージで戦略を

立案するのが効果的であることから、ステークフォルダー（ターゲット）を明確

化し、ステークホルダーの意識・関心にあわせた取組を展開することで全体への

波及を狙うこととする（図１３）。 

 

１）Internal(内部)： 

技術者(建設業者／コンサルタント／地質・測量)・技能者・女性技術者 

 

２）External(外部)： 

学生、両親(特に母親） 

 

取組に当たっては、外部の人が建設業をどう見るかが大事であり、内部の人も

コンセプトの下でいきいきと働き、外部・内部共にギャップが無く繋がることが

大事である。さらに、建設業が果たす意義やブランディングのみならず、働き方

改革の状況や生産性向上方策の普及状況等、客観的な事実を誠実に伝えていく

ことも必要である。 

 

 

第３ 具体的な取組 

（１）全国展開の施策 

図１３ リブランディングの施策展開 
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建設現場の誇り・魅力・やりがいを向上させる施策として、建設業を取り巻

くステークホルダー（ターゲット）に対して、個別の取組を行っていく必要が

ある。それらは多岐に渡るものの、まずは端緒として、特に以下の４施策につ

いては、全国的に展開する施策として提案するものである。 

 

① 災害対応時における着用物の統一化 

大規模自然災害への備えとして、迅速に地方公共団体等への支援が行えるよ

う、平成 20 年 4 月に国土交通省に TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）が創設さ

れた。TEC-FORCE の隊員は地方整備局等の職員を中心に構成され、これまで 96

の災害にのべ約 8万人・日を超える隊員が派遣されている（令和元年 5 月 21 日

現在）。また、TEC-FORCE の隊員とともに緊急輸送ルートの道路啓開や排水ポン

プ車による緊急排水、被災状況調査等を行う建設業者や建設コンサルタント等

の民間企業も、災害対応になくてはならない重要なパートナーである。 

 

こうした中、関東地方整備局や九州地方整備局では、本年度から TEC-FORCE 派

遣の際に災害対策車両等のオペレーションを行う民間企業等のスタッフに専用

のビブスを貸与し（図１４）、同じ目的で活動するチームであることが分かる取

り組みを開始したところである。また、（一社）東京都測量設計業協会において

も、現場における自らの役割を明確化するため、統一作業服を着用し被災現場で

の測量に従事しているところである。 

 

こうした取り組みをさらに進め、今後は、行政機関と建設業、建設コンサルタ

ントが統一の着用物を使用し、災害対応に一丸となって取り組む姿勢を発信す

ることとしたい。 

 

デザインについては、①地域の人に活動を認識してもらいやすい目立つもの

であること、②同じ目的で活動しているチームであることが分かるデザインで

あることが望ましい。 

 

また、災害時における建設業の活動が、自衛隊の活動に比べて世の中の認知度

が低いのは非常に残念である。災害時に危険を顧みず真っ先に現場に入り、最前

線で人命・地域を守るための血の滲む努力を絵や形に残し、行政が強力に発信し

ていく必要がある。 

 

 特に、若い人達は、被災地支援の参画に対して魅力を感じている傾向もあるこ

とから、彼らに対し積極的に発信し、見せていくことも大事である。 
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出典：国土交通省 関東地方整備局資料 

図１４ 災害対応時における着用物の統一化のイメージ 

 

 

② 工事銘板による技術情報の発信 

国土交通省では、技術者の「誇り向上」と「存在の可視化」を目的として、

建設工事に従事した技術者名を銘板に刻銘する取組を行っている。最近では、

設置対象構造物の拡大や、記載する技術者を下請企業の専門技術者にまで拡大

を行っており、現場技術者からも「仕事への大きな魅力と誇りを改めて実感し

た」「家族にも紹介できる」という好意的な意見が得られている。 

 

昨今では、QR コードをスマートフォンで読み込むことで、工事関係者が掲

載されたＨＰに移動し情報を得られる「電子銘板」の設置も進められている（図

１５）。例えば、QRコードをスマホで読み取ると、構造物が出来る前の様子（災

害時、渋滞・事故状況、峠道など）や工事施工中の様子を動画や音声で紹介す

るなどの工夫が考えられる。さらに、工事に従事した会社名や関係者名を映画

のエンドロールのように流すことで、格好良く技術者を紹介することができ、

誇り・やりがいの向上に繋がるものである（UX（User Experience：それを通

じて得られる体験価値の視点）。 

 

それらは出来るだけ多くの人目に触れることが効果的であるため、工事現場

近傍のみならず、道の駅や駐車場、展望台など、設置場所を検討していく必要

がある（UI（User Interface：ユーザーと情報の接点）の視点）。 
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図１５ 工事銘板を用いた技術情報の発信（イメージ） 
 

 

③ 女性活躍の推進 

国土交通省と建設業 5団体は 2019 年 11 月に「もっと女性が活躍できる建

設業行動計画」の新計画骨子案をとりまとめ、「働きつづけられるための環境

整備」など 3つの柱を設定し、建設産業で働く女性を応援する取り組みを全

国に根付かせ、女性に選ばれる産業を目指す方向性を示している。 

 

昨今では、女性技術者を現場に配置することを入札参加要件とするモデル

工事を試行する等、女性登用を促す取組も目立ってきているところである。

また、日建連では建設業で活躍する女性技術者・技能者の愛称「けんせつ小

町」のロゴマークを作るとともに、女性の活躍をＰＲする取組が積極的に行

われている。 

 

また、国土交通省直轄工事においては、現場の仮設トイレについて、女性

にも配慮した「快適トイレ」仕様を原則化しており、今後は他の発注機関に

おいても拡大されることで更なる現場環境の改善が期待される。 

 

最近は、女性技術者が増加している一方で、ロールモデルが周囲に少ない

ため、人生設計についてのイメージがわきにくく、将来に不安を抱いている

若手技術者が多いのも実状である。組織の枠を超えた先輩技術者からのアド

バイスや経験談が大きな助けとなっていることから、精神的な支援（メンタ
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ー制度）の充実や、復帰へのハードルを下げるジョブリターンへの注力等、

女性技術者がさらに活躍しやすく、建設技術者を目指す女性が増えるように

していくことが重要である。具体的には、建設現場で働く女性が、会社や職

場の枠を越えて連携を図れるような交流の場や、そこでの議論の中で新たな

企画・立案が生まれ、、官民が一体となって作り上げていくことが考えられる

（図１６）。 

 

               

   図１６ 女性技術者の取組 

 

④ 建設現場のイメージ映像の発信 

建設事業においては、調査→設計→施工→維持管理の流れで進められ、専

門工事業における施工工程を含め、各段階で業務が分化され成り立っている。

各企業や建設業団体において、建設業での仕事をイメージできる映像の発信

が積極的に行われている。他方、こうした発信は、団体や個々の企業によっ

て偏りがあり、建設業界全体という訳ではなく、断片的な実施に留まってい

る。このため、今後はイメージ映像を国で集約し、一元的に発信することで、

広く発信していく仕組みを検討する。 

この取組については、ステークホルダーである学生（若者）をターゲット

として発信を行う。若年層が好んで見るのは短尺の動画であることから、そ

の傾向を踏まえた編集を行う。また、SNS 等を活用してコンテンツ素材を幅

広く募集し、魅力ある動画に仕上げてく方法が考えられる。 

 

けんせつ小町 

ロゴマーク 

（出典：日本建設業連合会） 
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将来的には、国交省の HPをはじめ、地方整備局のロビー、さらには人目に

付く道の駅や工事現場等のモニターで流してはどうか。学生の親や学校関係

者にとっても、理解を深める上で有効なものとなる（図１７）。 

 

 
 

図１７ 建設現場のイメージ映像の一括化と情報発信 

 

（２）点から面となった取組へ ～官民一体となった体制の構築～ 

これらの取組を推進するためには、それぞれの主体がバラバラに動くのでは

なく、受発注者が共通の目的やコンセプトの下、一体となって必要な施策を推進

する体制構築が必要である。また、発注者にとっても国・県・市町村が一体とな

って取り組んでいく必要があることは言うまでもない。 

 

またこれらの取組は、一過性で終わってしまうと一時的には国民・メディアの

注目が集まるが、将来の「担い手」確保や、現場の魅力向上には繋がらない。継

続的な取組として長く続くよう工夫していく必要がある。 

 

例えば東京都では、学識経験者、国・高速道路会社、各種法人、東京都関係局

等において「東京都魅力ある建設事業推進協議会（CCi 東京）」が設置され、建

設事業をより魅力あるものにするために、建設現場のイメージアップのほか、見

学会や技能者の顕彰等の活動を行い、一定の成果を上げている。 
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特に建設業は、災害などの突発的な対応に追われることがあるが、行政がイニ

シアチブを取り、ブロック毎の協議会を設置することによって、腰を据えて中長

期の戦略を立案し、地域での取組を実施することが可能となる。 

 

 

今後は、このような体制を各ブロック単位（都道府県レベル）で組織し、受発

注者が一体となって、継続的かつ強力に推進する体制の構築が肝要である。魅力

の発信のためには、建設業界が目に見えて変化をしていくことが大事であり、イ

ベント等を企画しながら可視的な取組を続けていくことが重要である（図１８）。 

 
 

図１８ 推進体制のイメージ図 
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（３）各地域ブロック単位での取組・施策 

各地域ブロック単位の取組例として、工事現場における仮囲いの利用があげら

れる。また、一般の人にとって工事

現場の中は仮囲いされており何をや

っているか分からない空間である。

だからこそ、囲いの中の写真を撮っ

て見える化したり、仮囲い自体をデ

ザイン化する等、工事現場に興味を

持ってもらえるような工夫を受発注

者が率先して行うと効果的である

（図１９）。 

 

 仮囲いの利用は、現場で取組やす

い施策と考えられ、地域情報の発

信や建設業の PR にも繋がるもの

である。また、若い人たちにとっ

て、自分たちが設計したデザイン

が、世の中に発信されることは、モ

チベーションにつながるものであ

ることから、建設業に興味を持って

もらい、彼らを巻き込んでいく有効

なツールになるものと考えられる。 

 

昨今では、国土交通省や各都道府県においても、現場実習の場を設け、地域の

大学生・高校生に対し、建設業の仕事を知ってもらう場を積極的に設けている。

また、民間企業のみならず、行政組織が地元企業と連携し、建設業のＰＲ動画

（「静岡どぼくらぶ」）を発信している例も多く見られるようになっている（図２

０）。将来の担い手を預かる親や地域に対し、「建設業は３Ｋの職場ではないこと、

現場で勉強しながらキャリアアップをつめる職場であること、人を育てる産業

であること」を発信し、親や地域にとって「頼もしい」産業であることを訴えて

いく必要がある。 

 

（４）他業界とのコラボレーション・土木学会との連携 

建設業界以外の他業界との連携を行うことで、建設業の取組や技術力を PRす

ることができる。例えば、AIと連携したインテリジェントな建設現場の状況や、

健康・清涼飲料業界とコラボレーションし、建設現場で働く人の汗ややりがいを

伝えるという方法も考えられる。また、港湾での夜景イベントやトンネル内の音

の反響を利用したコンサートの開催、工事現場をドラマやビデオのロケ地とし

て活用することによる情報発信も積極的に取り組むべきである。 

出典：全国建設協同組合連合会 

図１９ 仮囲いデザインアイデアコンテスト 

図２０ 静岡どぼくらぶ 

出典：静岡どぼくらぶ 
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土木学会における広報大賞の企画や、土木工事・現場をリアルに体験できる講

座の取組も行われている。 

こうした学会や企業における広報活動をうまく取り込みながら、建設現場の

「誇り・魅力・やりがい」向上につなげていくことが期待されている。 

 

 

第４ おわりに 

 これまで、企業が行っている「リブランディング」の考え方を参考に、建設業

の普遍の価値を踏まえて将来に向けての新たな価値を３方向提案し、それぞれ

の情報発信にあたってのコンセプトを示すとともに、「誇り・魅力・やりがい」

向上に向けた取組を戦略的かつ継続的に推進するための重要な視点（ターゲッ

トの明確化、体制の構築等）を整理し、代表的な施策を提示してきた（別紙）。 

 

企業が本格的に取り組むリブランディングに比べると、予算、時間、人員等が

限られる中で手探りかつ手づくりの検討であり、必ずしも完成度が高いものと

は言えないが、建設業の将来を考えるに当たり「リブランディング」の重要性を

提起した例はあまりないとみられ、着目すべき点であると考えられる。 

 

引き続き、受発注者が一丸となり、現場で働く人にフォーカスしながら、「リ

ブランディング」と「処遇の改善」を両輪で取り組んでいかなければならない。 

 

 本提言をきっかけに建設現場の「誇り・魅力・やりがい」につながる企画や活

動が生まれ、その成功例を水平展開できることを期待するとともに、建設現場が

内部の方も外部の方も「誇り・やりがい・魅力」をともに実感できる場となるこ

とを心から祈念し、結びとしたい。 

 

 

 

 

以 上 


